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本研究の目的は，教員の職務給制度を公務員給与の抑制政策という環境変動に対処するシステムとしてとらえ，そ
の職務と給与の関係の推移から，教員の職制と国の関与を再検討することである。
本研究では，所与の制度的環境とその変動に対処するシステムとして教員の職務と給与の関係に焦点化する。そこ

で１９７４―８５年における公務員の「職務」の格付けの変動に着目し，教員の職務と給与の関係の推移について行政職員

との比較分析を行った。考察対象とした給料表は，大阪府，埼玉県，茨城県，東京都，神奈川県，そして国である。

This study is regarding the teacher’s wage based on job as a system coping with environmental change which
was given by the policy of a government official’s salary control, and whose purpose is reexamining a teacher’s
job―structure and interference by the central government from transition of the relation between Job and Salary.
In this study, focusing is carried out to the relation of a teacher’s job and salary as a system coping with given

institutional environment and its given change. Then, paying attention to the change of the ranking“jobs”of the
government official’s in１９７４to８５years, a comparative analysis with an administrative officer is made about tran-
sition of a teacher’s job and the relation of a salary.

キーワード：教員給与（Teachers’Salary），公務員給与（Government Official’s Salary），職務給（Wages based on
Job），職制（Organization of an Office），行財政改革（Administrative and Fiscal Reform）

１．はじめに

２００４年度施行の国立学校の法人化にともなう公立学校
教員の給与準則（教特法２５条の５）の削除や「総額裁量
制」の後も，中央―地方を通じた教員給与に係る財政措
置と各地方における給与決定方式の変更が予想される１。
そして，２００６年に予定されている新給与制度の施行後は，
公立学校教員の給与の決定が地方ごとに多様化してくこ
とは確実である。
他方，公務員給与の抑制基調の下で，個々の教員の顕

在能力２に対する評価（業績評価）を介し，給与配分を
最適化する傾向は総じて強まると予想される３。とはい
え論理的には，「能力」や「業績」の評価は何らかの「職
務」を前提としている。今後の制度改革の方向も，「公
務員給与の基本は，今後とも職務に置くことが最も明確
で公務内外の納得性も高い。その上で，職員の実績や業
績を適切に評価し，これらを反映できる制度・運用に改
めていく」４というものとなろう。この点，教員評価で先
行する自治体では職位に応じて評価項目を設定している。
職位―職務階層は「職務」として最も一般化されたもの
であり，現在まで給与決定の前提として機能してきたと
いえよう。
ただし，教員の職務給制度は行政職員に比して職務階

層は少なく，したがって昇格の有無・早さによる給与の

個別性も低いままである。人確法による教員の大幅な給
与改善以降に到来した公務員給与抑制期においても，教
員の給与配分を最適化しようとする圧力が高まったはず
だが，これに対処すべく教員の職務と給与の連関はどの
ように決定されたのだろうか。
この時期に言及した研究は，「部内均衡」における行

政職員に比した教員の不利性を述べる。教員給与の「固
有性」は，給特法による教職調整額や人確法による大幅
改善といった「特例」に象徴される。だが，本来優遇を
約束する「特例」も，行政職・教育職を含む地方公務員
全体の給与決定に組み込まれた制度的環境では「異物性」
へとネガティブに転化させられるという５。
教員の給与水準の有利／不利の判断には困難な点があ

る。そもそも「均衡」という概念自体が給与決定の技術
である以上に，国への準拠，旧文部省と旧自治省の関与，
人事院と人事委員会の関係，中央・地方での労使交渉，
そして政府の決定といった給与決定の手続き的ルール６

の下で政治的に決定される。それに加えて職制が異なる
行政職と教育職との比較について純粋に技術的な判断は
難しい。他方，給与決定における知事部局と教委の影響
力の格差や労組間の立場の違いは，教員給与の政策的環
境の他律的な側面を強調させ，教員の不利性の一つの論
拠とされるのである。
本稿では，教員の「職務」と給与の連関をシステム的
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にとらえ，人確法以降の教員給与の政策的環境とその変
動への対処の態様を分析する。これにより，行政職員に
比した教員の不利性を制度的環境に帰すだけでなく，教
員給与における「職務」と給与の連関，中央―地方を通
じた財政措置と国の関与との連関を含む教員給与の政策
的環境の問題として考察する。

２．教員給与における職務の格付けの変遷

以下では１９７４―８５年における公務員の「職務」の級格
付けの変動に着目し，教員の「職務」と給与の連関の推
移を行政職員との比較において分析する。

�旧文部省の給与準則指導
旧文部省は，１９５７年の給与準則指導７のほか，国立―

公立間の異動時の給与決定に関する指導８を介し，「職務
給の原則」に基づく教員給与のあり方に言及してきた。
人事院規則や各都道府県の給与規則の等級別標準職務

表が示すのは，各等級に格付けられるべき「職務」の「標
準」ではあるが，教頭職法定前の旧文部省による解説書
は教諭ないし教頭職の１等級（校長級）への格付けを基
本的に認めていない。職務と等級の非対応が許容される
例として挙げられているのは，学部教授が校長職を兼任
する国立大学附属小中学校で「教頭に当たる教諭が主事
と呼ばれ，事実上校長の職と同様の職務を行っているの
で，この教頭を一等級に格付けしている」９場合，新校舎
完成前の年度途中で名目上統合される公立小中学校で校
長職を失う者が異動期まで「分校舎主任」等として特１
等級にとどまる場合，教頭を充て指導主事に任命する場
合である。さらに，これらの場合でも「等級別定数を定
め，その運用について妙味を発揮すること」を求めてい
る１０。
教頭職法定後は，給与法改正（１９７５．３．１法９）の

教諭の１等級への格付についての付帯決議や教員組合の
要望についても，「その者の職務がなんらかの形におい
て教頭に相当する職務か，あるいはそれに準ずる程度の
職務であることが要請される」としている。旧文部省は，
職務階層に応じた格付けを遵守する意味で「職務給の原
則」に忠実な態度をとってきたといえよう１１。

�教員給与改善
人確法（１９７４．２．２５法２）に基づく三次にわたる教

員固有の給与改善が自民党の文教部会・文教制度調査会
の強力な関与で実現したことや，給与改善原資の獲得と
その配分（五段階給与／主任手当）をめぐって教員組合
のジレンマが生じたのは周知の通りである１２。
職務の格付けに関わって，第二次改善では教頭職の法

定（１９７４．６．１法７０）にともない特１等級が新設され，
昇任―昇格の有無・早さによる給与格差が拡大した。た
だし，直後の経過措置で「相当困難な」教頭職を校長職
（大規模校以外）と１等級に混在させ，それ以外を教諭
職と同級としたため１３，教頭職から校長職への昇任，教
諭職から教頭職への昇任が給料上は部分的に無効化され
ていた。この点は，第三次改善で校長職を学校規模の別
なく特１等級へ，教頭職を１等級へと分離したことで解

決され１４，職務階層と給料の対応が再構築された。
第三次改善については，当初「主任」が中間管理職と

して構想されていた１５。これは「人材確保法による教師
の優遇策の一律カサ上げには，他の職種とのバランス上
限度がある。このため，主任という新職種を設けてアク
セントをつけ，さらに改善を図ろうというものであっ
た」１６。つまり，旧文部省が「主任」を新たに職務階層と
して強調した背景には，学校の管理運営における命令系
統（ライン）の強化を要求する自民党文教族に配慮しな
がら，経済・財政が厳しい状況下で給与改善の必然性を
根拠づけ，人事院が勧告しやすい条件を整えようという
戦略的側面も指摘できよう１７。だが結局，主任の省令化
（１９７５．４．２８令２１）では，「主任職」と等級の増設に
よる「五段階給与」は実現せず，定額制の主任手当が設
けられため，職務と給与の連関の緊密化や給与の個別化
も小規模にとどまることになった。

３．１９７４～８５年における教員給与の環境とシステム

�旧自治省の給与適正化指導
旧自治省は地方公務員の給与決定について，地公法２４

条３項による国家公務員への準拠を指導してきた。これ
は給与法改正の際などに頻繁に通知されてきたが，人確
法以降は教員給与を特定した指導も行われた１８。この「給
与適正化」が「個別指導」の形で強化されたのは，第二
次教員給与改善が実施され，人事院が第三次給与改善を
勧告した時期と前後する。
高度経済成長期には，民間給与水準や近隣自治体との

「均衡」を維持するためとして，１９６０年代後半頃から都
道府県レベルでも「運用昇短」や「わたり」が措置され
たが，その多くは「特別昇給」として行われた。こうし
た給料表枠内での調整は，旧文部省・旧自治省が指導し
てきた「職務給の原則」や「給与条例主義」に反するが，
とくに教員給与は国立学校への準拠制によって都道府県
による独自給料表の作成に制約が大きく，「地方の実情」
に対応する上で依存度が高かったともいわれる１９。
たとえば茨城県では，「関東近県職員との給与水準差

の是正及び給与体系検討の機運を契機とし，給与水準が
関東近県のそれと均衡のとれるまでの暫定的な措置」が
「特例条例」として制度化されるに至ったほどである２０。
この「給料表が２本建てという異常な状態」は１９７３年給
与条例改正（１０．１６条例５１）で解消されるまで続いた２１。
また，教職調整額の導入に伴い廃止されたが，教頭職法
定以前から教諭の「１等級わたり」も行われていた２２。
その廃止の際に２等級への降格で現給保障が重視された
結果，昇給期間を複数化することになり（６，９，１２ケ
月）２３，５ケ年計画で昇給曲線を下方修正したものの，昇
給期間の複数化自体は給与規則等一部改正（１９９４．
３．３１人委規１）まで続いた。
旧自治省の個別指導は「自治省や府県が非公式に行っ

てきた」が，１９７６年に富山県と大阪府で行われて以降に
本格化し，その後露見した「ヤミ給与」がこれに拍車を
かけた２４。大阪府では，府議会１９７９年９月定例会で「ヤ
ミ給与」が指摘され，「教員の特別昇給に関する事項に
ついて」の監査請求がなされた。翌年２月の監査結果報
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告書は「条例の運用において，その適法性に問題があり，
可及的速やかに是正する要がある」とし，同年３月に特
別昇給は廃止されることとなった２５。
以上のように，高度経済成長期の民間給与水準の急上

昇に対応すべく，各地方で急遽とられた数々の運用や特
例による昇給措置は廃止・縮減され，結果的に給料表の
順守度―国への準拠度が上がった反面，そこでは自治体
当局の裁量や労使交渉のウェイトは縮小された。つまり，
地方公務員の給与決定の手続き的ルールはやや中央集権
化されたといえよう。この点で，国・地方双方に多大な
影響を与えたのは第二臨調であった。その第一次答申
（１９８１．７．１０）では，�自治体職員の給与実態の公表，
�個別指導の強化，�国家公務員の水準を著しく上回る
自治体には国が財政上の制裁措置（特別地方交付税の減
額・不交付団体には起債制限）を講じて直接介入する，
という提言がなされた。ここには「公務員の給与は，人
事院勧告等を受けた政府及び国会が，国政全般との関連
において，財政事情を考慮し，責任をもって決定すべき
ものである。」（第三次答申１９８２．７．２０）という，公務
員給与の決定における中央政府の責任の強調があ
り２６，１９８２年には人事院・人事委員会勧告の凍結・実施
見送りに至った２７。これらを可能にしたのは，地方交付
税の減額・起債制限という強力なサンクションに加え，
「高すぎる」給与水準への批判者としてマスコミをも動
員した政府・臨調の戦略が一応の成功を収めたものとい
える。

�１９７６年以降の給料表にみる「職務」と給与の連関
�データの概要
地方の給与制度は国への準拠度と運用における順守度

を回復させていったが，その給料表においては「職務」
と給与の連関はどのように推移したのだろうか。そこで，
大阪府，埼玉県，茨城県，東京都，神奈川県の給与条例
に規定された行政職員と小中学校教員の給料表，および
国の俸給表を分析した。これら５都府県は，旧自治省に
よる第一次個別指導の対象１５３団体を多く擁する都道府

県の上位５つである。対象時期は，第一次・第二次の給
料表による改善後―旧自治省の個別指導が本格化した時
期から行政職給料表の等級増設まで―給料表の適用時期
にして１９７６年４月１日～１９８６年３月３１日とした。
�昇給率と改善率
以下では５都府県の小中学校教員の給料表につい

て，１９７６年４月～１９７７年３月適用時から１９８４年４月～
１９８５年６月適用時までを行政職員の給料表と対比する。
なお，行政職給料表では１９８５年７月適用以降に増設され
た等級が複数あり，それ以前との比較は難しい。
表中の「昇給スピード」とは，全等級・全号給（号俸）

の給料月額の平均値（号給ベース）に，各等級の号給月
額間差の平均値が占めるパーセンテージである。「号給
数」とは各等級の号給数の増減であり２８，右隣の［ ］
内には増減後の１９８４年４月～１９８５年６月適用時の号給数
を示した。「平均改善率」は，対象期間における各等級
別・号給別の給料月額の改善率である。この値の算出に
は延長・削減された号給は含まれない。なお茨城県の教
育職給料表（二）は，先述の特例条例・同規則によって
号給によって昇給期間が異なる（６，９，１２ケ月）。こ
のため，他の都府県と同じく昇給期間１２ケ月として号給
数を換算し，表中にはイタリック体で示した（少数第１
位を四捨五入）。最下行は，１９８５年７月～１９８６年３月適
用の給料表の前後における新旧対照であり，改正後の
（等）級を旧等級と同列に通常の丸数字で示した。白抜
きの丸数字は新増設された（等）級であり，旧等級が位
置する列の中間に記した。なお東京都を除き，「職務の
等級」を「職務の級」へ改称し，級の新増設で「等級が
下がる」職員を出さないため，上位ほど級の数字が大き
くなるよう逆転されている。
教育職の昇給スピード・改善率の変動についてみると，

東京都の改善率が高いことを除き，４府県の給料表改訂
は国のそれに準拠しており，給与準則の順守度が高いこ
とが確認される。各号給（号俸）ごとの改善率をみると，
中堅層教員の多くが属する２等級の中位号給（９―２７号給
付近）が高くなっている。これに対し上位等級では，１

表１ 大阪府

＊職務の級（�―�）は，給与条例一部改正（１９８５．１２．２３条例４６）附則別表第１・第２による切り替えで，従前

の号給を多く含む職務等級（Ｇ）と同列に記した。

表２ 埼玉県

＊職務の級（�―�）は，給与条例一部改正（１９８６．３．２６条例３５）附則別表第１・第２による切り替えで，

従前の号給を多く含む職務等級（Ｇ）と同列に記した。
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0［16］ 2［29］ 1［41］ 1［28］ 
なし 2－12号 9－25号 11－20号 

等級の下位号給の一部を除き，昇給率・改善率ともに総
じて抑制されている。昇給スピード・改善率ともに，最
も抑制されているのは，特１等級・１等級である。これ
らのことから，教育職では教諭職を占める中堅層教員の
処遇に重点化されたといえる。
行政職では，５都府県で等級構成に違いがあり，教育

職より昇給率の推移に多様性が認められるものの，やは
り国の俸給表への準拠度は高い。
昇給スピードと改善率をみると，ともに中位等級から

上位になるにつれて抑制されていく。ただし，最高号給
付近の号給月額間差が小さいため，号給の延長が大きい
中位等級の昇給スピードの低下に影響を与えている。た
とえば大阪府では，２号給延長の３等級，３号給延長の
４等級，１号給延長の５等級で昇給スピードの低下が大
きいものの，これら三つの等級では改善率も高くなって
いる。また埼玉県では，４号給延長の３等級と５号給延

長の４等級の昇給スピードの低下が大きいが，これらの
等級では改善率も高い。つまり，昇給スピードと改善率
ともに，上位等級を抑制しながら中位等級の改善に重点
化しており，昇給曲線は全体的に鈍化したといえる。
さらに号給別にみると，中位等級の初号付近から号給

幅の１／２～２／３程度が高い改善率でカバーされている。
これに対し，上位号給では号給延長が措置されているも
のの，昇給スピードは抑制されているといえる。ここで
は，昇格の有無による上位等級との給与格差はさほど拡
大しないが，昇格せず同一等級に長くとどまる場合の昇
給率は抑制されるため，昇格へのインセンティブが消極
的な形で組み込まれていたといえる。
�１９８５年給与法における行政職の等級増設
以上のような経緯で，１９８５年の給与法・条例の改正で

は行政職の（等）級が増設された。国では，１９８５年給与
法改正で行政職俸給表（一）が８等級制から１１級制へ改

表３ 茨城県

＊職務の級（�―�）は，給与条例一部改正（１９８５．１２．２３条例４３）附則別表第１・第２による切り替えで，従前の

号給を多く含む職務等級（Ｇ）と同列に記した。

表４ 東京都

表５ 神奈川県

＊職務の級（�―�）は，給与条例一部改正（１９８５．１２．２３条例４９）附則別表第１・第２による切り替え

で，従前の号給を多く含む職務等級（Ｇ）と同列に記した。

＊例：「２GA」＝２等級Ａ，「１GB」＝１等級Ｂ

表６ 国

＊職務の級（�―�）は，給与法一部改正（１９８５．１２．２１法９７）附則別表第１・第３による切り替えで，従前の号

俸を多く含む職務等級（Ｇ）と同列に記した。
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訂される際，人事院は「等級増設による職務と責任に見
合った給与制度の確立」を強調し，官職混在部分の整理２９

によって昇格機会が拡大され，行政職の職務階層と給料
の関係が緊密化された。この１１級制については，その意
図が「�６０歳定年制の実施を前提として，賃金原資をで
きるだけ増やさずに，なだらかな賃金上昇カーブを描く
こと，�同時に，級別のハードルを多く設定し，選別的
な管理を強化しようとしたことにある」３０との評価もあり，
「『中央省庁のキャリアに有利なもの』との不満が残っ
た」３１といわれる。つまり，１９７０年代後半以降，運用や特
例による昇給措置の廃止・縮減によって，給料表の役割
と昇給一般に占める昇格のウェイトが増すことになった。
だが，給料表の昇給曲線は鈍化していったため，等級ご
との給料月額や昇給率の格差のほかに，昇格メリットを
蓄積する機会数がより重要になったといえる３２。
この俸給表改訂も地方の給料表に反映され，等級増設

を通じて行政職員の給与の個別化と昇格へのインセン
ティブに貢献することとなった。これに対し教育職では，
もとより行政職のような複数にわたる中位等級への重点
化はなく，したがって１９８５年の等級増設もなかった。ま
た，多くの教員が属する２等級の号給の構成に，それを
代替するほどのピークは設けられていない。

４．おわりに―地方への関与と「職務」の階層化―

第１に，教員給与自体については，１９７０年代後半以降
に運用や特例による昇給措置が廃止・縮減されたことで，
公務員給与の抑制という財政政策上の課題に加え，中堅
層職員のインセンティブの維持という労働政策的な課題
についても給料表自体の役割が重くなったといえる。そ
して給料表における職務階層と給与の連関は，上位等級
の昇給率および各等級の上位号給の昇給率が抑制され，
比較的早期に立ち上がるが全体的には低勾配の昇給曲線
へと推移した。ここで昇格メリットを蓄積する機会数が
重要となり，昇格機会（等級―職務階層）自体が少ない
教員のインセンティブ面での不利性が認められる。
第２に，上記の所与の条件として旧自治省による地方

公務員の「給与適正化」があり，それは地方公務員給与
の手続き的ルールの集権化をともなっていた。旧自治省
の個別指導で用いられた地方交付税の減額や起債制限と
いう地方に対するサンクションは，旧自治省にとっても
「地方自治の本旨」という自らの存在意義を脅かしかね
ないものであった。旧自治省の決断は，地方公務員の給
与水準の高さが「地方財政余裕論」に結びつけられ，地
方交付税予算自体が削減の危険に晒されたためである３３。
このことは，「部内均衡」を介して教員給与にも影響を
与えるものであった。義務教育教員の給与費は，義務標
準法と国庫負担制度によって中央・地方の予算編成での
堅固な位置づけを与えられてきたといわれるが３４，それ
も「職務給の原則」「給与条例主義」に基づく「適正な」
給与の決定―配分を前提としてのことである。
これらに忠実な運用が給与水準やインセンティブの面

で教員の不利を生じさせるとすれば，それは制度的環境
だけでなく，教員の「職務」と給与のシステムに内在的
な問題としても浮上してこよう。教員の職制は，昇任―

昇格にともなう選抜機会３５や「能力」に応じた給与配分
も少なく３６，給与改善（の予算化）を強力に根拠づける
ための装置を欠いてきたといえ，「教育公務員の職務と
その責任の特殊性」（教公法１条）はきわめてナイーブ
なものとなっている。教員の「職務」と給与の連関の推
移や，１９８０年代後半以降，現在まで国庫負担の対象が縮
減されてきたことも考慮すると，当初の「主任職」構想
における「職務」の階層化―等級増設には，昇格の有無・
早さによる給与の個別化と「予算の堅さ」を助長・代替
する機能を見出せるかもしれない。いいかえると，これ
は厳しい財政状況における国レベルでの予算（給与原資）
の維持・確保が執行（給与配分）への最適化圧力を吸引・
圧縮し，教員の職制について国の関与が地方にもたらさ
れる構造である。
現在，教員の一律的処遇が現実的でない中で，彼らの

インセンティブを維持する方策が求められているが，そ
のための「職務」と給与の連関は各地方において再構築
される必要がある。折しも，非管理職の級格付けの複数
化が検討されているが，東京都の「主幹職」のような職
務の階層化も選択肢の一つとなろう。ただ周知の通り，
当初の「主任職」構想においては，「五段階給与」によ
る昇格機会の拡大とともに管理職とそれ以外の給与格差
の拡大が強調されたものの３７，教員組合からストをとも
なう激しい抵抗を招き，職と等級の新増設が見送られた
経緯がある。教員の場合，昇格のほぼ全てが管理職への
昇任に付随したものであり，この「管理職／非管理職」
という図式が教員の「職務」と給与の連関を固定化させ
てきたと考えられる。主任制の施行後も続いた「主任手
当拠出闘争」などの抵抗は，それが管理職への到達と強
く結びつけられてきたことの証左である。教員の職務階
層の新増設ついては，各地方・各学校に一律の職制を適
用することの妥当性３８のほか，必ずしも管理職への到達
とリンクしない形での級格付けの複数化が考慮されてよ
いと思われる。
最後に，給与の個別化と教員のインセンティブの関わ

りに付言すれば，２００２年制定・改正の各学校設置基準の
施行後，全国で進められている学校評価システムの構築
にまつところが大であろう。教員評価においては，その
対象が「能力」であれ「成果」であれ，勤務校での「職
務」に対するパースペクティブが個々の教員に確立され
ることを起点とせざるを得ないためである。

〈注〉
１ 脱稿時点で，全国知事会が中学校教員分の国庫負担
を先行して廃止する案を提出している。

２ 能力評価は顕在―潜在と個人―集団の軸で捉えられ
る。「およそ賃金は，何らかの意味で仕事遂行にかか
わる広義の能力にもとづいて支払われている」。熊沢
誠『能力主義社会と企業社会』岩波新書，１９９７年，８―
１２頁。
３ 文科省は「教員の評価に関する調査研究事業」（２００３
―５年度）を全国都道府県教育委員会へ委嘱し，現在
各地で教員評価の制度設計がなされている。すでに東
京都が２０００年度より全教員で実施，埼玉県が２００２年度
より管理職で実施，香川県が２００１年度後期より一部実
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施，２００３年より全教員で実施，大阪府・広島県・神奈
川県が２００３年度より全教員で実施，といった状況であ
る。

４ 地域に勤務する公務員の給与に関する研究会『基本
報告』２００３年，２０頁。

５ 坂田仰・藤原文雄「教員給与決定・運用のメカニズ
ムの研究（一）―各県における給与決定・運用の実態
に注目して―」『東京大学大学院教育学研究科教育行
財政学研究室紀要』第１６巻，１９９７年。

６ 教員給与決定プロセスと制度的環境については，坂
田・藤原前掲論文の他，中村圭介・岡田真理子『教育
行政と労使関係』エイデル研究所，２０００年，金井前掲
論文（�～�），地方自治総合研究所編『自治総研』２９
―３２号，２００３年８―１１月。

７ 「教育職員等の給与改定について」（１９５７．７．２６文
初地発４０２）。「教育職員等の給与改定について」
（１９５７．８．１６文初地発４０３）。

８ 「教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級お
よび俸給月額の決定について」（１９６４．１２．２８給実乙
７４）。
９ 佐藤三樹太郎『校長と教師の給与問題』学陽書
房，１９６３年，５５―５６頁。

１０ 佐藤前掲書，５１―８０頁，同『教職員の給与』学陽書
房，１９６６年，７３―９６頁。

１１ 佐藤三樹太郎『教職員の給与』（新版）学陽書房，１９７５
年，１０９頁。

１２ 村山松雄「教育職員免許法」木田宏監修『証言 戦
後日本の教育政策』第一法規，１９８７年，３０９―３１１頁。
岩間英太郎「人確法」同前，３４２―３６１頁。日本教職員
組合編『日教組三十年史』労働教育センター，１９７７
年，５８２―６００頁。

１３ 当時の格付は下表の通り。なお，校長の約１／２が
特１等級，教頭の約３／４が１等級に格付られた。文
部省初等中等教育局財務課「教員給与の改善」『教育
委員会月報』No. ３４３，第一法規，１９７９年３月，４０頁。
教頭職法定（学校法一部改正１９７４．６．１法７０）・１９７５
年給与法改正（３．３１法９）
人規９―８（１９７５．３．３１改正）別表第１ 教育職俸
給表（三）等級別標準職務表

１４ 吉村澄一「第三次教員給与改善について」文部省地
方課編『教育委員会月報』，No. ３３１，第一法規，１９７８
年３月，１３０頁。

１５「教頭に準ずるものに管理職手当てを支給できるよ
うに支給範囲を拡大すること。教頭に準ずるものとは
相当規模の学校の教務主任，学年主任，生徒指導主任，
進路指導主任及び学科の長をいう」（１９７０．７．３文
部大臣から人事院総裁への要望書）。「任務を遂行する
上で必要最小限度の職務命令を主任の名前で出せる」
（１９７５．１２．１２衆議院文教委員会諸沢初中局長答弁）。

１６ 山田 寛『人材確保法と主任制度』教育社，１９７９
年，８８頁。

１７ 山田前掲書，８８―９０頁。
１８ 給与適正化指導の歴史は古いが，１９７５年以降の指導
には昇給措置の違法性や適正化の要を説くものが多い。
教員給与については，例えば「教員給与の改善に関す
る取扱いについて」（１９７６．３．１７自治給１６）で「…
公立学校教員の給与水準が国立学校教員のそれを上
回っている地方公共団体にあっては，…引き続き教員
給与の適正化に留意して所用の措置を講ずること」を
求めている。

１９ 坂田・藤原前掲論文，２２―２３頁。なお大阪府など都
市が多い都道府県では，官民格差より公民較差が高く
なることがある。だが，大阪府では独自給料表（行政
職）がなく，「何らかの形で埋めなければいけないと
いう必要性があった」という。このため大阪府は１９６０
―７４年で１１回の「特別昇給」を実施した。大阪府人事
委員会『人ありて３５年』１９８６年，１８頁。茨城県ではや
や事情が異なるが「必要性」では同様の認識が示され
ている。茨城県人事委員会『県職員給与制度史』第３
部，１９８２年，３頁。

２０ 茨城県人事委員会勧告（１９６１．１２．４）。職員の給
与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に
関する条例（１９６２．１０．６条例７７）について「地方公
務 員 法 第５条 第２項 の 規 定 に 基 づ く 意 見」
（１９６４．９．２７県議会議長あて人事委員長意見）は，
「職務の等級についての概念が不明確になる」が「や
むを得ない措置」としている。

２１ 茨城県人事委員会『県職員給与制度史』第５部，１９８４
年，４頁。

２２ 茨城県人事委員会『県職員給与制度史』第４部，１９８３
年，１９頁。

２３ 職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額
等の特例に関する条例に基づく規則一部改正
（１９７１．１２．２２人委規１７）。

２４ 西村美香『日本の公務員給与政策』」東京大学出版
会，１９９９年，１８０―１８２頁。個別指導通知は「地方公務
員の給与に関する個別の助言指導について」（１９８１．
１１．２８自治給５４）など。

２５ 北川謙次（自民党）議員発言。『大阪府議会本会議
会議録』（昭和５４年５月定例会５．２８―６．４）４９―５３
頁。

２６ 早川征一郎「１９８０年代以降の人事院勧告をめぐる動
向」『大原社会問題研究所雑誌』No. ４７４，１９９８年５
月，２７頁。

２７ １９８２年度の給与改定を実施したのは長崎県香焼町だ
けである。『朝日新聞縮刷版』７４６巻，６０６頁（１９８３．
８．１９朝刊２頁）。

２８ 各等級の号給数は，昇格せずに約束される給与とと
もに，勤続保障の限界も意味する。佐藤三樹太郎『教
職員の給与』（全訂版）学陽書房，１９６６年，７４―７５頁。

２９ 複数の官職が混在していたのは２等級，４等級，５
等級である。

３０ 早川征一郎「１９８０年代以降の人事院勧告をめぐる動
向」『大原社会問題研究所雑誌』No. ４７４，１９９８年５
月，３０頁。

３１ 西村前掲書，１５５頁。
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３２ さらに１９９２年度以降，昇格時に従前より１号俸上位
にする「新昇格制度」が実施された。

３３『朝日新聞縮刷版』７２７巻，９３７頁（１９８２．１．２７朝
刊３頁）。西村前掲書，１８０―１８１頁。

３４「標準法ブランド」について，金井前掲論文�，８８―
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有働真太郎「公立小学校・中学校教員の昇任システム
の考察―校長職への到達率の維持にみる資源配分と選
抜度を中心に―」大塚学校経営研究会『学校経営研究』
第２９巻，２００４年。一部の教員組合は教諭の「三級ワタ
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な昇格は給与の個別化に貢献しない。非自動的な級格
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